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牛久市教育委員会１１月定例会会議録 

 

 

１．日  時  令和元年１１月１８日（月）午後１時３０分 

２．場  所  分庁舎２階 第１会議室 

３．出席委員  染谷 郁夫・石井 美知夫・芦田 亜里香・五十嵐 登喜子・𠮷原 英夫 

４．委員以外  教育部長            川井 聡 

  の出席者  次長兼教育企画課長       吉田 茂男 

        次長              飯野 喜行 

学校教育課       課長  川真田 英行 

学校教育課  学校建設対策監  佐藤 孝司 

指導課         課長  豊嶋 正臣 

文化芸術課       課長  手賀 幸雄 

生涯学習課       課長  中野 祐則 

スポーツ推進課     課長  齋藤 勇 

国体推進課       課長  横田 武史 

中央図書館       館長  関 達彦 

教育企画課     課長補佐  山口 功 

学校教育課     課長補佐  戸塚 美幸 

学校教育課     課長補佐  高野 裕行 

学校教育課     課長補佐  森田 明 

指導課       課長補佐  山口 明 

スポーツ推進課   課長補佐  塚本 浩 

スポーツ推進課   課長補佐  津脇 正晴 

５．欠席者   文化芸術課     課長補佐  大野 恵子 

生涯学習課     課長補佐  山越 義弘 

国体推進課     課長補佐  高橋 頼輝 

６．会議録署名人 五十嵐 登喜子 

７．議事事項  議案第１７号 牛久市立幼稚園授業料及び入園料徴収条例施行規則を廃止する

規則について 

        議案第１８号 ひたち野うしく中学校の校章について 

        諮問第 ７号 牛久市教育支援委員会への諮問について 

        報告第１９号 牛久市放課後児童対策施設の設置及び管理に関する条例施行規

則の一部を改正する規則について 

        報告第２０号 牛久市立学校設置条例の一部を改正する条例について 

８．その他 
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次長兼教育企画

課長 

 

  出席委員が、定数に達したため定例会の成立を宣言。 

 

 

教育長   開会を宣言する。 

 

 

  会議録署名人 五十嵐登喜子委員を指名する。 

 

 

教育長   それでは、初めに議案第１７号、牛久市立幼稚園授業料及び入園料徴収条例施行規

則を廃止する規則について、事務局より説明をお願いします。 

 

 

学校教育課長   よろしくお願いします。 

  すみません、議案のほうは今日ちょっと差しかえさせていただいておりますので、

今日お配りしたものをごらんください。 

  議案の第１７号につきましては、牛久市立幼稚園授業料及び入園料徴収条例施行規

則を廃止する規則についてでございます。 

  幼稚園につきましては、１０月１日から幼児教育の無償化が行われたことによりま

して、こちらの規則が必要なくなったということで廃止を行うものでございます。 

  規則については、公布の日から施行し１０月１日から適用という形をとりますが、

附則の２番といたしまして、主にこの規則は授業料の減免の関係をうたった規則にな

っております。一旦１０月１日の段階で保護者の方に手続していただいて、前半分の

減免の方は全部精算済みですが、一応その減免の規定については規則がなくなった後

もその効力を有するという附則をつけております。 

  以上です。 

  後からもし手続をしてくる方、いないと思うんですが、一応そういう規定で残して

おります。 

 

 

教育長   事務局の説明が終わりました。質問等ありましたらお願いいたします。 

 

 

芦田委員   第一幼稚園、第二幼稚園の現在の園児数、また来年度の募集がもう始まったと思う

んですが、来年の入園児数を教えていただいていいですか。 

 

 

学校教育課長   すみません、現在の園児数ちょっと今持ってこなかったんですが。（「来年のほうは」

の声あり）来年は２４、１２だよね。（「１２」の声あり）１２人。来年の募集、第一
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が２４なんですが、第二が１２ということで、ちょっと心配な状態になっております。

今現在は第一が、（「２５の１２、来年入る」の声あり）来年はそうです。 

 

 

教育長   現在は、第一幼稚園が４歳児３４、５歳児２８、第二幼稚園が４歳児２１、５歳児

２１と、ですね、新しく入る。 

 

学校教育課長   そうですね。ということで、来年の募集がちょっと伸びないような状況です。４歳

児からなので、正直年度途中から転入してきたりして来られる方もいらっしゃるのは

事実なんですが、ちょっとそれにしてもスタートがちょっと、例年に比べちょっと少

ない状況があります。 

 

 

   議案第１７号について出席者全員の賛成を得る。 

 

 

教育長   次に、議案第１８号、ひたち野うしく中学校の校章について、事務局より説明をお

願いします。 

 

 

学校教育課長   議案の第１８号につきまして、ひたち野うしく中学校の校章についてでございま

す。 

  デザインの色つきのもの、本日お配りしておりますので、そちらのほうをごらんく

ださい。 

  ひたち野うしく中学校の校章につきましては、予算といたしまして１００万円程度

とってありまして、専門家への委託もしくは一般公募等も考えたんですが、下根中学

校の校章が前に中学生、一中生が考えてくれたというようなこともお伺いしまして、

今回も中学校がいらっしゃるので、下根中の中学生に頼んでみようということになり

まして、下根中の生徒のデザインということになっております。 

  下根中におきまして、美術の夏休みの課題として全校生徒に投げかけていただきま

して募集したデザインの中から、美術家の先生３人いらっしゃるんですが、その方に

話し合っていただいて３点に絞り込みました。以前に素案のほうごらんいただいてい

ると思います。フリーハンドで書いた鉛筆描きの素案３点に絞り込んでいただきまし

て、それらについて下根中学校の全生徒と、あとひたち野小については高学年という

ことで４年、５年、６年、ですのでトータル６学年の児童生徒に投票していただきま

した。その結果、こちらの図案のほうが５３６票、全体の４０．５４％をとりまして、

数字的にこちらでという選択になりました。こちらを作成したのが下根中学校の２年

８組のヨシムタイブキさん、女子生徒になります。そちらが最多得票となりましたの

で、今回教育委員会のほうで同意を求めるものでございます。 

  ちなみに、そのモチーフの制作者の込めた意味合いといたしましては、まず周りに
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円、三日月を上に当てたような形の円がございます。こちらは牛久の「Ｕ」をモチー

フにしております。また、円ということで、学校と地域が手をつなぎ、支え合い発展

していくというようなことを意味しております。ほかにも、円は調和、円満、団結な

どをあらわしているという意味合いを込めています。また、中央に描いてある形は鳥

の形に似せてあります。実は、左上のほうがくちばしになって、右下のほうが尻尾、

両側に羽を広げたような形になっております。こちらは、鳥をモチーフにしており、

またひたち野の「Ｈ」を筆記体にした形でモチーフにしているということで、鳥とい

うことで飛躍、未来に向かって羽ばたくといった意味を込めているというのが作者が

込めた思いということで、ご紹介されております。 

  以上であります。 

 

 

教育長   ヨシムタイブキさん。（「はい、女子生徒です」の声あり）来年３年生になるんです

よね。来年３年生になるんですか。（「そうです、はい」の声あり）ひたち野中の３年

生になるんですかね。（「ちょっと下根に残る生徒ですね」の声あり）下根に残るんで

すか。ああ、そうですか。（「全校生徒に声をかけたもんですから」の声あり）なるほ

ど、なるほど。ありがとうございます。 

 

 

学校教育課長   色のほうは、美術の先生とあと我々なんかも協議しまして、ひたち野うしく小の色

合いがバックが緑色だったもんですから、それに近い色を選んでおります。 

 

 

教育長   質問ありましたら、お願いします。 

 

 

石井委員   この結果については公表されているんですか。 

 

 

学校教育課長   結果は後ほど公表します。 

 

 

石井委員   後ほど。（「ええ、はい」の声あり）当該年度２年生だと、Ａ案のほうが結構多いの

で、丁寧な説明だけお願いできればと思います。（「なるほど」の声あり）２年、３年

生が逆転してしまっているんですよね。 

 

教育長   下根中の校章をつくった当時の中学生は今デザイン会社の社長になっているとい

うことで、ヨシムタさんもこれをきっかけにそういった道にまた進まれるとうれしい

ことかもしれません。 
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   議案第１８号について出席者全員の賛成を得る。 

 

 

教育長   これをもってこの校章は決定ということになりますか。 

 

 

学校教育課長   はい、そういった形になると思います。 

 

 

教育長   では、もうこれでオープンになっていくわけですね。 

 

 

学校教育課長   はい。 

 

 

教育長   次に、諮問第７号、牛久市教育支援委員会への諮問についてでありますが、地方教

育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項により出席委員の３分の２以上

の多数で議決したとき、これを公開しないことができます。 

  本議案については、非公開にしたいと思いますが、委員の皆様にお諮りします。非

公開にすることに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

 

   （賛成者挙手） 

 

 

   全会一致で非公開と決定 

 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

   諮問第７号について出席者全員の賛成を得る。 

 

教育長   以上で、委員会の非公開を解除します。 

  次に、報告第１９号、牛久市放課後児童対策施設の設置及び管理に関する条例施行

規則の一部を改正する規則について、事務局より説明をお願いします。 

 

 

次長兼教育企画

課長 

  よろしくお願いいたします。 

  報告第１９号、牛久市放課後児童対策施設の設備及び運営に関する条例施行規則の

一部を改正する規則について説明いたします。 

  今回の改正は、児童クラブへの入級申請に当たりまして、その該当要件を審査する
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ために必要な添付書類を、就労を証明する様式を変更するとともに、就労以外の要件

で学校の放課後等に保護者による保護を受けることができない事実を確認するため

の書類の提出を明確化したものでございます。 

  これまで様式については、保育課さんと同じような、ご兄弟で入られる方がやはり

多いものですから、統一の様式を使っておりまして、保育課のほうの変更にあわせて

こちらも変更させていただくという件でございます。 

  令和元年１０月２３日に既に交付されておりますので、それ以降の令和元年度中の

入級申請や今月１日から実施しております来年度の入級申請につきまして運用を実

施しているところでございます。 

  以上でございます。 

 

 

教育長   事務局の説明が終わりましたが、何か質問ありますか。 

 

 

石井委員   自分も以前たしかそんな経験があったはずなんですが、大分昔のことなので忘れて

おりまして、大きな変更点って何か、どこら辺かわかりますかね。 

 

 

次長兼教育企画

課長 

  基本的には変更点は、要件等について大きく変わったということはないと思いま

す。基本的に保育園のほうの様式が変わりますと、うちのほうと共通の分が半分ぐら

いありまして、保育園のほうについて書く部分が非常に多くて、児童館のほうは少な

いんですが、向こうにあわせてこちらも変えているというような状況でございます。 

 

 

教育長   それでは、報告第２０号、牛久市立学校設置条例の一部を改正する条例、こちらの

説明もお願いします。 

 

 

次長兼教育企画

課長 

  報告第２０号、牛久市立学校設置条例の一部を改正する条例についてご説明いたし

ます。 

  本件は、奥野地区の９年間の義務教育の環境確保を目的としまして、学校の形態を

小学校・中学校から、義務教育課程を一貫して行う義務教育学校とするもので、現在

の奥野小学校と牛久第二中学校を閉校して新しく開校する「おくの義務教育学校」の

名前を「牛久市立おくの義務教育学校」とすること、またその学校の位置を久野町の

７２５番地及び久野町の６７０番地の１に改めるものでございまして、１０月に開催

されました定例審議会で可決されました。令和２年４月１日より施行となります。 

  これによりまして、来年度から牛久市立の義務教育課程の学校数は１３校で、その

内訳が小学校７校、中学校が５校、義務教育学校が１校というような内訳になります。 

  以上でございます。 
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教育長   では、次に、予定価格１３０万円以上の工事計画及び予定価格１００万円以上の教

育財産の取得について各課よりお願いします。 

 

 

学校教育課長   １番から４番まで全て学校教育課の案件になります。 

 

 

教育長   よろしくお願いします。 

 

 

学校教育課長   ４件ございますが、全て学校教育課の項目になりまして、全てひたち野うしく中学

校絡みの備品購入になります。 

  まず、１番目が中学校の昇降口に設置しますげた・下足入れの購入になります。こ

ちらにつきましては、１１月６日に既に指名競争入札を実施しておりまして、つくば

市の草苅木工株式会社が落札しております。予定価格はこちらにあるとおりですが、

落札額でいきますと税込みで７１５万円となっております。 

  なお、いばらき木づかいチャレンジ事業とありますが、こちらのほうに県産材を使

うということでチャレンジ事業の補助金が３００万円、補助率２分の１で、充当され

るという形になっております。 

  ２番目が、同じくひたち野うしく中学校の印刷機、印刷室に置く印刷機２台を購入

するもので、こちらについては１１月２０日の日の入札になります。予定価格は、こ

ちら税込み金額となっております。 

  ３番目につきましては、同じくひたち野うしく中学校の体育物品を購入するもの

で、主なものとしては跳び箱、マット、サッカーゴール、グラウンドの散水機などの

体育物品を購入するものです。こちらも１１月２０日の入札の予定となっておりまし

て、こちらの予定価格１，５７６万７，７３０円、税込み価格となっております。 

  ４点目、こちらについても同じくひたち野うしく中学校の剣道用具購入ということ

になります。剣道の防具一式（面、胴、小手、垂れ）、こちらを４１組購入するもの

です。あと、竹刀も購入します。ちなみに、柔道関係は３番の体育物品として合わせ

て買ってしまっております。剣道だけこちらのほうに出しております。１１月２０日

の入札となっておりまして、予定価格の２１４万６，１３３円は税込み価格というこ

とになっております。 

  以上でございます。 

 

 

教育長   最後に、その他、何かありましたらお願いします。 

 

 

次長兼教育企画

課長 

  教育企画課から、ひたち野うしく小学校におけるいじめの重大事態に対する第三者

委員会の設置の件につきましてご協議をお願いしたいと思います。 
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  今回、この案件につきまして、個人情報等が含まれることが考えられますので、で

きますれば非公開での会議を希望させていただきます。 

 

 

教育長   それでは、非公開ということでよろしいでしょうか。 

 

 

   全会一致で非公開と決定 

 

教育長   お願いします。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

教育長   では、非公開を解きます。 

 

  以上で、本日の議事は終了いたしました。 

  １１月の定例会を終了いたします。 

次回は１２月１３日、分庁舎第１階、第１回会議、午後１時半からの開会となりま

す。よろしくお願いします。 

 

 


